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維新百年記念公園指定管理者募集要項 

 

維新百年記念公園の公園施設（以下「公園施設」という。）の管理運営について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７条）第２４４条の２第３項及び山口県立都市公園条例（昭和４８年山口

県条例第３号）第１５条の規定により、次のとおり指定管理者を募集します。 

 

第１ 事業内容に関する事項 

 １ 指定管理者制度の導入の目的 

  指定管理者制度の導入により、公園施設の管理について、県民サービスの向上と経費の縮減

を図ることを目的とします。 

 

 ２ 公募の概要 

(1) 公園施設の概要 

都市公園の名称 維新百年記念公園 

位 置 山口県山口市 

面 積 ４３．５ha（供用開始面積） 

設 置 目 的
県内におけるスポーツ及び文化活動の拠点施設及びレクリエーション

・コミュニティ活動の中核施設として設置 

主 な 公園施設

陸上競技場（主競技場、補助競技場）、テニス場、球技場、ラグビー

・サッカー場、スポーツ文化センター、弓道場、野外音楽堂、いこい

の水広場、修景池、徒渉池、沈床花壇、ゲートボール場、駐車場、便

所など 

  ※各施設の概要は別添資料１「維新百年記念公園公園施設概要」を参照してください。 

(2) 指定期間 

平成１８年４月１日から平成２２年３月３１日まで（４年間） 

(3) 指定管理者の募集方法及び選定方式 

    事業計画書等を公募し、その内容を審査して指定管理者の優先交渉権者を選定します。 

(4) 審査方法 

山口県立都市公園指定管理者選定委員会を設置し、審査基準に基づき事業計画書等の審査

を行います。 

(5) 審査結果の通知 

審査結果は、応募者に対して速やかに通知するとともに、山口県のホームペー

ジにおいて公表します。 

(6) 協定の締結 

指定管理者の優先交渉権者の選定後、当該優先交渉権者と細目協議を行い、協議成立後、
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仮協定を締結します。正式な協定は議会の議決を経て、当該優先交渉権者が指定管理者とし

て指定された後に締結します。 

(7) 問い合わせ先 

〒753－8501 山口市滝町１番１号 
山口県土木建築部都市計画課 （担当：調整班 福田、山本） 

TEL  (083)－933－3720（直通） FAX(083)-933-3749 

   E-mail a18400@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

３ 指定管理者が行う業務及び管理の基準 

     指定管理者が行う業務は次のとおりとします。 

なお、業務の具体的内容及び管理の基準は、別添「維新百年記念公園指定管理者業務仕様

書(以下「業務仕様書」という。)に定めるとおりとします。 

(1) 公園施設の利用に関すること 

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること 

(3) 公園施設の使用の許可に関すること 

(4) 公園施設における行為の許可に関すること 

(5) 許可の取消し、効力停止、条件変更に関すること 

(6) 公園施設の使用日又は使用時間の変更に関すること 

 

４ リスク分担 

  山口県と指定管理者のリスク分担は、別表１「山口県と指定管理者のリスク分担表」のとお

りとし、詳細は、山口県と指定管理者が締結する協定において定めます。 

  なお、予め定めたリスク分担に疑義が生じた場合や、想定していないリスクが発生した場合

は、山口県と指定管理者が協議の上、対応を決定するものとします。 

 

５ 管理に要する経費等 

(1) 利用料金 

① 維新百年記念公園は利用料金制を採用しますので、指定管理者は、有料公園施設の利用

料金及び物販等公園内の行為に係る公園施設の利用料金を自らの収入として収受し、公園

施設の管理運営に要する経費に充てるものとします。 

② 利用料金の額は、山口県立都市公園条例に定める利用料金の基準額の 0.8倍から 1.2倍の

範囲内で、山口県知事の承認を受けて設定するものとします。 

③ 指定管理者は、県が予め示す基準によるもののほか、公益上特に必要があると認めると

きその他特別の理由があるときは、県と協議の上、利用料金を減免することができます。 

(2) 指定管理料 

① 利用料金収入のほかに、公園施設の管理運営に要する経費に充てるため、県は、指定管

理者に対し、指定期間中に次の金額を上限として指定管理料（委託料）を支払います。 



 

- 3 -

 

指定管理料上限額（４年間） ￥８３６，４０９，０００円 
（消費税及び地方消費税を含む。） 

② 指定管理料の額は、指定管理者の業務に係る経費の支出見込額から利用料金の収入見込 

額を差し引いた額とし、公募の際に指定管理者から提案のあった金額を基に、県と指定管

理者が締結する協定において定めます。 

 なお、指定期間中の各年度の指定管理料の額は、業務内容の変動等を踏まえ、毎年度、 

「年度別協定」を締結して定めるものとします。 

 ③ 指定管理料は、災害の発生など特別な場合を除き、原則として増額しません。 

   また、指定管理者の経営努力により生じた利益については、当該利益の額があまりにも

過大であると認められる場合を除き、原則として指定管理者の利益とします。 

  ④ 指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに支払います。支払

いの時期、方法については、別途協定において定めます。 

 (3) 経理及び管理口座 

指定管理者の業務に係る経費及び収入は、他の業務に係るものと区分して経理するととも

に、専用の口座で管理して下さい。 

 

第２ 事業の適正な実施に関する事項 

 １ 責任の所在等 

  (1) 責任の所在 

    指定管理者は、本管理業務の実施主体として、その全てについて責任を負い、適正に実施

していただきます。 

 (2) 業務の全部委託の禁止 

    本管理業務の一部を第三者に委託することは可能ですが、業務の全部を第三者に委託する

ことはできません。 

   (3) 他の業務の実施 

    指定管理者が、本管理業務以外の業務を実施する場合、それらを相互に関係をもたせては

なりません。本管理業務を独立した体制・形態で実施していただきます。 

  (4) 法令等の遵守 

   公園施設の管理運営業務の実施に当たっては、次の法令等を遵守してください。 

   ① 都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則 

   ② 地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則 

   ③ 山口県立都市公園条例、山口県立都市公園条例施行規則 

   ④ 山口県個人情報保護条例、山口県情報公開条例 

   ⑤ 労働基準法等、職員の労働条件に関する法規 

   ⑥ 労働安全衛生法、電気事業法、浄化槽法等、施設の維持又は設備の保守に関する法規 

   ⑦ その他公園施設の管理運営に関する法規 
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(5) サービスの向上 

 公園施設を適正に管理するとともに、公園利用者に対するサービスの向上を常に図り、公

園利用者数の増加に努めて下さい。 

 

２ 事業評価 

(1) 年間事業報告書等 

    指定期間中は、以下の年間事業報告書等を提出していただき、それらをもとに山口県が

事業評価を実施します。 

  ＜年間事業報告書等の種類＞ 

   ① 月次業務報告書 

     ② 四半期次業務報告書 

   ③ 年間事業報告書 

(2) 書式 

    年間事業報告書等の書式は、別途山口県と指定管理者との間で締結する協

定において定めます。 

  (3) 評価項目 

   評価項目は以下の事項を予定していますが、最終的には協定において定め 

ることとします。 

    ① 利用実績 

     ② 管理に係る業務の実施状況 

     ③ 修繕箇所報告 

    ④ 利用状況の分析 

    ⑤ 収支決算 

    ⑥ 自己評価 

(4) 業務の水準が低下した場合の措置 

   事業評価の結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した

場合、山口県が是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消す

ことができます。      

 

３ 業務の継続が困難となった場合等の措置 

(1) 協定又は業務仕様書の解釈についての疑義及び協定又は業務仕様書に定めのない事項が

生じた場合の措置 

山口県と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合の措置 
   指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合は、山口県は指

定の取消しができます。この場合、山口県に生じた損害は指定管理者が賠償するものとし、

指定管理者は新たに指定された指定管理者若しくは山口県が円滑かつ支障なく公園施設の

管理運営業務が遂行できるよう、速やかに業務の引継ぎを行うものとします。 
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(3) その他の事由により業務の継続が困難になった場合 
    災害その他の不可効力等、山口県及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由

により、業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとし、そ

の結果業務の継続が困難であると判断した場合は、山口県は指定の取消しができます。 

   なお、その場合指定管理者は、新たに指定された指定管理者若しくは山口県が円滑かつ

支障なく公園施設の管理運営業務が遂行できるよう、速やかに業務の引継ぎを行うものと

します。 

 

第３ 指定管理者の募集及び選定に関する事項 

１ 指定管理者選定スケジュール 

    指定管理者選定のスケジュールは次のとおりとします。 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

 

(14) 

(15) 

公募の公告 

募集要項等配布 

図書の閲覧 

質問の受付 

現地説明会 

応募の受付 

書類審査 

ヒアリング 

優先交渉権者の決定 

仮協定の締結 

議会の議決 

指定管理者の指定の公示 

業務の引継ぎ、業務実施 

に当たっての研修 

年度別協定の締結 

業務開始 

平成１７年 ９月１３日（火） 

平成１７年 ９月１３日（火）～１０月１４日（金） 

平成１７年 ９月１３日（火）～１０月１４日（金） 

平成１７年 ９月１３日（火）～ ９月２６日（月） 

平成１７年 ９月２２日（木） 

平成１７年１０月 ７日（金）～１０月１４日（金） 

平成１７年１０月下旬頃 

平成１７年１０月下旬～１１月上旬頃 

平成１７年１１月上旬頃 

平成１７年１１月上旬頃 

平成１７年１２月中旬頃 

平成１７年１２月下旬頃 

 

平成１８年 １月～ 

平成１８年  ４月 

平成１８年 ４月１日（土）～ 
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２ 応募者の資格要件 

(1) 応募者の資格要件 

 応募ができるものは、法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、次に掲げる要件

のいずれにも該当するもの（複数の法人等により構成される法人格を有しない団体（以下「共

同体」という。）にあっては、その構成員のいずれもが次に掲げる要件のいずれにも該当す

るもの）とします。 

① 法人等（法人格を有しない団体にあっては、その代表者）が次に掲げる要件のいずれに

も該当するものであること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第 16号）第 167条の４第１項又は第２項に規定す

る者でないこと。 

イ 所得税又は法人税、消費税及び県税を滞納していないこと。 

ウ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法
（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがされていないこと。 

② 主たる事務所を山口県内に有しているか、又は設置する予定があること。 

  ③ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。 

④ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員

でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にあるものでないこと。 

⑤ 指定を請負とみなした場合に、地方自治法（昭和22年法律第67号）第92条の２、第142

条（同法第166条第2項及び第168条第7項において準用する場合を含む。）又は第180条の5

第6項の規定に抵触することとなる者を構成員とするものでないこと。 

⑥ 山口県における地方自治法第244条の 2第 3項に規定する指定管理者の指定の手続きに 

おいて、その公正な手続きを妨げた者でないこと。 

⑦ 地方自治法第244条の 2第 11項の規定による指定の取消しを受けたことがないこと。 

⑧ 共同体にあっては、その構成員のいずれもが、この公募において他の共同体の構成員又

は他の応募者でないこと。 

  (2) 共同体による応募 

法人等で構成される共同体（構成団体の全てが(1)の要件を満たす法人等である場合に限り

ます。）による応募も可能です。ただし、その場合は、グループ全体を総括する代表団体を

定めてください。また、応募書類提出後のグループ構成団体の変更又は代表団体の変更は原

則として認めません。 

(3) 応募に当たっての制限 

  ① 単体で応募する法人等は、共同体の構成団体として応募することはできません。 

  ② 複数の共同体の構成団体として応募することはできません。 

  ③ 応募する法人等が、山口県から、指名（参加）停止措置を受けた場合、当該法人等又は

当該法人等が構成団体である共同体は、場合により応募資格を失うことがあるものとしま

す。 
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３ 応募手続 

(1) 募集要項等の配布 

① 配布期間 

平成１７年９月１３日（火）～ 同年１０月１４日（金）まで 

（配布時間：午前９時から午後５時まで） 

    ② 配布場所 

ア 山口県庁１１階 土木建築部都市計画課 

※都市計画課における配布は、募集要項の配布のみとします。 

※土曜日、日曜日及び祝日（以下「休日」という。）は配布しません。 

※他の文書等については、山口県土木建築部都市計画課ホームページからダウンロード

してください。 

イ 山口県土木建築部都市計画課ホームページ 

 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/toshi/index.htm  

ウ 事業計画書(第３号様式の１、第３号様式の２)、収支計画書（第４号様式）については

以下の事項を明記の上、電子メールで土木建築部都市計画課あて請求してください。

折り返し事業計画書等の様式を返信送付するとともに、応募する際の整理番号をお知

らせします。 

(a)様式請求時の記載事項 

 ⅰ）法人その他団体の名称 

 ⅱ）主たる事務所の所在地 

(b)請求先メールアドレス 

  a18400@pref.yamaguchi.lg.jp 

(2) 図書の閲覧 

       公園施設の図面等関連図書の閲覧を希望される場合は、次により閲覧が可能です。 

     （図書の貸出しは行いません。） 

    ① 閲覧期間 

       平成１７年９月１３日（火）から同年１０月１４日（金）まで（休日を除く。） 

      （閲覧時間：午前９時から午後５時まで） 

    ② 閲覧場所 

       山口県庁１１階 土木建築部都市計画課 

       ※建設年次が古い公園施設の図面については、機器の更新が図面に反映されていない

もの、又は図面の欠落も一部ありますので予めご了承下さい。 

(3) 募集要項等に関する質問の受付 

① 受付期間 

平成１７年９月１３日（火）から同年９月２６日（月）午後５時まで 

② 提出書類 

質問がある場合は、質問書（第１号様式）に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールにより 

提出してください。 
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※電話、来訪など口頭による質問は受付けません。 

③ 質問に対する回答 

質問に対する回答は、平成１７年９月２９日（木）までに山口県土木建築部都市計画 

課ホームページにおいて公表します。 

 http// www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/toshi/index.htm  

※回答公表の際、質問者が明示されることはありません。 

※回答は順次更新します。また、回答が遅れる場合は別途ホームページにおいてお知ら

せします。 

(4) 現地説明会の開催 

① 開催日時 

平成１７年９月２２日（木） 午後１時から 

② 開催場所 

維新百年記念公園スポーツ文化センター 視聴覚室 

③ 内容 

ア 募集要項及び業務仕様書の説明 

イ 公園施設の説明 

④ 参加者 

    １団体２名まで 

⑤ 参加申込 

参加を希望する法人等は、平成１７年９月２１日（水）午後５時までに説明会参加申

込書（第２号様式）をＦＡＸ又は電子メールにより提出してください。 

⑥ その他 

現地説明会への参加は任意であり、参加しないことで選定上不利になることはありま 

せん。 

 (5) 応募書類の受付 

① 受付期間 

平成１７年１０月７日（金）から同年１０月１４日（金）まで（休日を除く。） 

（受付時間：午前９時から午後５時まで） 

② 応募書類 

  次に掲げる書類を応募時に提出して下さい 

 

区 分 提 出 書 類 名 提出部数 

ア 

 

管理業務に

関する書類 

(a) 事業計画書  (第３号様式の１) 

(b) 事業計画書総括表（第３号様式の２） 

(c) 収支予算書 （第４号様式） 

 ※各書類とも留意事項をよく確認すること。 

正本１部 

副本１０部
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(a) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

(b) 公園施設又は類似施設の管理業務実績（第５号様式） 

(c) 直近３事業年度の事業報告書又はこれらに類する書類 

(d) 直近３事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに

類する書類 

正本１部 

副本１０部

(e) 法人等の役員名簿（第６号様式）及び履歴書  

（履歴書は様式任意。但しＡ４用紙使用のこと。） 
正本１部 

(f) 法人にあっては次に掲げる書類 

ⅰ) 法人の登記事項証明書 

ⅱ) 国税（法人税、消費税及び地方消費税）について滞納が

ないことが確認できる税務署長の納税証明書（納税証明書

「その３の３」） 

ⅲ) 山口県の県税（全税目）について滞納がないことが確認

できる県税事務所長の納税証明書 

(g) 法人格のない法人等にあっては代表者の次に掲げる書類 

ⅰ）国税（所得税、消費税及び地方消費税）について滞納が

ないことが確認できる税務署長の納税証明書（納税証明書

「その３の２」） 

ⅱ）山口県の県税（全税目）について滞納がないことが確認

できる県税事務所長の納税証明書 

ⅲ）個人県民税について滞納がないことが確認できる市町村

長の納税証明書 

原本のみ 

(h) 共同体にあっては、次に掲げる書類 

ⅰ）共同体結成届出書（第７号様式） 

ⅱ）共同体結成協定書又はこれに類する書類 

ⅲ）構成団体ごとの団体概要書（第８号様式） 

 ⅳ）構成団体ごとの上記イの(a)～(g)に該当する書類 

 ※既存の共同体については、全ての構成団体のⅳ）に係る書類の提出を求め

ないケースもありますので、事前にお問い合わせ下さい。 

正本１部 

イ 

 

応 募 者 に 

関する書類 

(j) 誓約書（第９号様式） 正本１部 
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③ 提出場所 

〒753－8501 山口市滝町１番１号 
山口県土木建築部都市計画課(県庁１１階) 

TEL(083）- 933-3720（直通） 

④ 提出方法 

応募書類の提出方法は、提出場所への持参又は郵送とします。 

ア 持参の場合 

提出書類に所要事項を記入の上、受付期間中に持参してください。 

    イ 郵送の場合 

     (a) 書留郵便として下さい。なお、当日消印有効とします。 

(b) 受付期間中に、電子メールで、 

(ⅰ) 応募者の名称、主たる事務所の所在地 

（ⅱ）投函した日 

を土木建築部都市計画課あて連絡ください。 

 

４ 優先交渉権者の選定及び指定管理者の指定 

(1) 優先交渉権者の選定 

① 資格審査 

応募書類の提出後、山口県土木建築部都市計画課において、応募者の応募資格要件の適

否について審査を行います。 

② 山口県立都市公園指定管理者選定委員会による審査 

山口県立都市公園指定管理者選定委員会を設置し、審査を行います。 

審査に当たっては、提出された事業計画書等について、書類審査及びヒアリングを実施

した上で協議検討を行います。 

選定委員は、学識経験者、法曹関係者、財務専門家、利用者代表、公園設置者の各分野

から、５名の外部委員による構成としています。 

 

※ 応募者が多数の場合、書類審査により、ヒアリングを実施する法人等を決定します。

（法人等の数によっては書類審査を省略する場合があります。） 

※ ヒアリング日程については、別途連絡します。 

 

③ 審査の基準、審査項目及び配点 

   審査基準、審査項目、配点は次のとおりとします。 
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審査基準 審査項目 審査の観点 配点 

○応募団体の概要、応募理由 

○公の施設の基本的なあり方に

関する考え方 

･応募動機、意欲 

･公の施設についての認識が適切か 

○維新百年記念公園の管理運営

に当たっての基本方針 

･維新百年記念公園の設置目的・特性と適

合した管理運営方針がとられているか 

･指定管理者制度の趣旨、役割を的確に理

解しているか 

･行政、地域と協調して円滑な運営が図ら

れる方針がとられているか 

･法令を遵守する姿勢又は能力を有してい

るか 

○公共サービスの提供について

の基本方針 

･公共サービス提供について明確な意識を

有していると同時に公共サービスの向上

が図られる方針がとられているか 

公園施設を利用

しようとする者

の平等な利用を

確保することが

できるものであ

ること 

○平等な利用の確保のための 

方策 
･公園利用者の平等利用が確保できる方策

が具体的に提案されているか 

３０ 

○運営に当たっての基本方針 

･運営に当たっての方針が維新百年記念公

園にふさわしく、かつ明確にとられてい

るか 

･応募者の能力と運営方針が適合している

か（実現可能な方針か） 

○利用料金額の提案 
･公園施設利用者の利便性という観点から

妥当か 

○利用促進のための方策   

・公園施設の利用促進 

 ・自主事業の展開 

・公園利用者へのサービス向上が図られ、

実現可能な内容か 

○利用者のニーズの把握と管理

運営業務へのフィードバック 
･利用者のニーズの把握に努める意欲があ

り、実現可能な内容か 

公園施設の効用

を十分発揮する

とともに公園施

設の管理に係る

経費の縮減を図

ることができる

ものであること 

○苦情対応のための方策 
･苦情等トラブルに的確かつ柔軟に対応で

き、実現可能な内容か 

３５ 
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○維持管理に当たっての基本 

方針 

･適正な維持管理水準を保持する明確な方

針がとられているか 

･応募者の能力と維持管理方針が適合して

いるか（実現可能な方針か） 

○維持管理のための方策  

・植物管理 

 ・施設管理 

 ・備品管理 

･各業務について、維持管理業務を適正に

実施できる方策が具体的にとられている

か 

○施設修繕に係る対応 

･修繕費が過去の実績と比して適正といえ

るか 

･明確な方針がとられており、適正な修繕

の実施が担保されているか 

２５ 

○効率的・経済的な管理 
･コスト縮減が図られる方策が具体的に提

案され、実現可能な内容か 

 

○収支予算書 ･収支計画は適正で実現可能な内容か 

４０ 

○職員の配置、職務分担 
･業務執行に適した人員配置や、業務を円

滑に推進できる職務分担が提案されてい

るか 

○職員の研修計画等 
･より良いサービス提供のために、職員の

資質向上の機会が計画されているか 

○応募者の経営状況 
･応募者が経済的に安定している団体であ

るか 

安定した管理を

行うために必要

な人的体制及び

経済的基礎を有

していること 

○管理実績 
･公園施設の管理にどの程度の実績があ

り、安定した管理が期待できるか 

４０ 

○危機管理対応 
･危機管理に係る意識・能力を有しており

具体的な方策が提案されているか 

○公園利用者の安全確保 
･公園施設利用者の安全確保に明確な方針

がとられており具体的な方策が提案され

ているか 

公園利用者の 

安心・安全確保 

○個人情報の保護 
･個人情報の保護について明確な方針がと

られており具体的な方策が提案されてい

るか 

３０ 

合  計 ２００
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④ 選定 

山口県土木建築部長は、選定委員会の報告を受け、優先交渉権者を選定し

ます。 

(2) 審査結果の公表 

選定結果は、応募した法人等に対して速やかに通知します。 

また、選定の経過及び結果は、山口県のホームページなどで公表します。 

(3) 優先交渉権者との協議 

山口県は、仮協定の締結に向け、優先交渉権者と細目協議を行います。 

優先交渉権者との協議が整わない場合は、選定委員会において次点となった応募者と協

議を行います。 

協議が整った場合は、仮協定を締結します。 

(4) 指定管理者の指定 

協議成立後、山口県議会に対し、仮協定を締結した者を指定管理者とする旨の、指定 

管理者の指定に関する議案を上程し、議決後に山口県知事が指定管理者に指定します。 

(5) 指定管理者との協定締結 

    協議に基づき協定を締結します。内容は、業務仕様書に定めるとおりです。 

 

５ 応募に関する留意事項 

(1) 使用言語等 

書類作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第51号）に定める単位に限ります。 

(2) 費用の負担 

応募に係る経費については、すべて応募者の負担とします。 

(3) 失格の条件 

次のいずれかに該当する場合、失格となります。 

① 応募書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

② 応募書類の作成様式及び作成上の留意事項に示された条件に適合しないもの 

③ 応募書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

④ 応募書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

⑤ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

⑥ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑦ この要項に定められた手法以外の手法により、本件募集事務関係者に応募に対する援

助を直接的、間接的に求めた場合 

(4) 応募書類の取り扱い 

     ① 提出された応募書類の著作権は、応募した法人等に属します。ただし、山口県が指定

管理者の選定過程や指定管理者の決定の公表等により必要とする場合は、応募書類の
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一部又は全部を無償で使用又は複製できるものとします。 

② 提出された応募書類は、返却しません。 

③ 受付期間終了後における応募書類の提出、再提出及び差し替えは認めません。 

④ 本要項において求める内容以外の書類については、受理しません。ただし、山口県が

必要に応じて追加資料を求めることがあります。 

⑤ 提出された応募書類は、山口県情報公開条例（平成９年山口県条例第18号）に基づく情報

公開請求の対象となります。 

(5) 応募の辞退 

応募書類を提出後に辞退する場合は、辞退届（第１０号様式）を提出してください。 

(6) 主たる事務所を設置する予定の法人等が応募する場合の取扱 

主たる事務所を設置する予定の法人等が応募する場合は、平成１７年１０

月３１日（月）までに、主たる事務所を設置したことを証明する書類（法人

（共同体の構成団体の法人を含む。）の場合は登記事項証明書）を提出して

ください。 

(7) 公園施設改修事業 
維新百年記念公園は、平成２３年国体の陸上競技、体操競技等の競技会 

場となる予定であり、そのため、県は今後公園施設の改修事業を行うこと

としています。 

改修中の公園施設は、管理運営の対象外となりますので、応募に当たっ 

て事業計画書、収支予算書を作成する際は、次の点に留意してください。 

① 平成１９年度下半期から指定期間終了までの公園施設の管理について、 

陸上競技場（主競技場及び補助競技場）を除外すること。それに伴い、

これら公園施設の管理運営に要する経費（人件費（主競技場のみが該当）、

施設管理費等）及び施設利用料金収入を収支予算書に反映させないこと。 

② 平成１９年度下半期から指定期間終了までの公園施設の管理について、

新補助競技場（現第２球技場に設置。第３種陸上競技場を予定。）を加

えること。 

③ 改修中は、改修する施設以外における利用の安全に留意するとともに、

改修工事への協力を行うこと。 

    ＜公園施設改修・新規供用予定＞ 

 

公園施設名

陸上競技場（主競技場）

陸上競技場（補助競技場）

第二球技場

新補助競技場 新規供用開始（H19年度から）

改修事業のため閉鎖

改修事業のため閉鎖

改修事業のため閉鎖（H19年度から新補助競技場）

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

  

     ※平成１９年度の陸上競技場の改修、新補助競技場の供用開始についての詳しい時期は今のところ未定で

すが、応募に当たっては、平成１９年度下半期と想定してください。 

       なお、実際の改修期間が異なった場合でも指定管理料の精算は行いません。 



山口県と指定管理者のリスク分担表

県
指 定
管 理 者

物 価 の 変 動管理運営費に係る物価水準の上昇 ○

金 利 の 変 動金利の変動に伴う資金調達コストの増加等 ○

①施設の設置や管理運営の根幹に影響が及ぶもの ○

②施設の管理運営の業務一般に関するもの ○

①施設の設置基準、管理基準に関するもの ○

②施設の管理運営の業務一般に関するもの ○

施設の利用度が当初の想定を下回ったことによる利用料金

収入の減少（管理運営の中断による場合を除く）

施設（設備）の損傷①不可抗力（県及び指定管理者のいずれの責めにも帰しが

   損失には、修繕工事 　たい暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火

   期間中のサービス提 　災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象）によ

   供に必要な施設の仮 　るもの

   設経費等を含む。 ②管理の瑕疵から生ずるもの ○

③日常的（小規模）修繕で修復できるもの

　（①及び②の場合を除く。）

④大規模修繕（1件当たりの所要額が100万円以上のもの）

又は改修を要するもの　（①及び②の場合を除く。）

備 品 の 損 傷①県貸与備品に係る不可抗力又は経年劣化によるもの ○

②県貸与備品に係る管理の瑕疵から生ずるもの ○

③管理運営経費の中で指定管理者が取得した備品に係るも

　の（所有は指定管理者に帰属）

①県から指定管理者への指定管理料の支払遅延による新た

　な資金調達の発生

②指定管理者から業者への経費の支払遅延による延滞金、

　違約金等の発生

周辺地域・住民及び①周辺地域との協調に関するもの ○

施設利用者への対応②施設の管理運営に対する利用者や地域住民からの要望、　

　苦情、反対、訴訟への対応に関するもの

③その他 ○

指定管理者が行う①指定管理者が付帯的に行う自主事業に起因して施設の管

自主事業との関係　理運営に生ずる損失

②施設（設備）の損傷、管理運営に係る事故等により指定

　管理者が付帯的に行う自主事業に生じる損失

個 人 情 報 の 漏 洩①県の指示若しくは指導の不備又は錯誤によるもの ○

②指定管理者として講ずべき措置の不備又は錯誤、指定管

　理者の職員の不法行為等によるもの

関 連 法 令 の 改 正

施設利用度の低下
○

項目 内容等
損失の負担

税 制 の 改 正

△
（軽微）

○

○

○

○
要事前協議

支 払 の 遅 延

○

○

○

○

○

○

別表１



県
指 定
管 理 者

管理運営に係る事故 ①施設の設置の瑕疵から生ずるもの ○

   損失には、事故の ②施設の管理の瑕疵から生ずるもの ○

   発生に伴う施設又 ③管理運営業務において指定管理者の責めに帰すべき事由

   は管理運営の改善 　により生ずるもの

   に要する経費等を 　（自動車の運行による事故、生産物の瑕疵による事故、

   含む。　　　　   利用者からの預かり金品の毀損・紛失等）

④その他 ○

第 三 者 へ の 賠 償①施設の設置の瑕疵から生ずる損害に対するもの ○

   指定管理者による ②施設の管理の瑕疵から生ずる損害に対するもの ○

   損失の負担は、国 ③管理運営業務において指定管理者の責めに帰すべき事由

   家賠償法の規定に 　により生ずる損害に対するもの

   基づき、県が賠償 ④県が実施する修繕又は当該修繕の瑕疵から生ずる損害に

   を行い、指定管理 　対するもの

   者に対して求償権 ⑤指定管理者が実施する修繕又は当該修繕の瑕疵から生ず

   を行使する場合を 　る損害に対するもの

   含む。　　　　　 ⑥その他 ○

保 険 へ の 加 入①施設の設置に関するもの（火災共済保険） ○

②施設の管理に関するもの（施設賠償責任保険等） ○

③県貸与車両（公用車）に関するもの（自賠責、任意保険） ○

業 務 内 容 の 変 更①県の事情によるもの ○

②指定管理者の事情によるもの ○

管 理 運 営 の 中 断①不可抗力によるもの ○

②保守点検等の回数又はこれに要する期間が当初の想定を

　上回ったことによるもの

③サービスの提供に不可欠な人材、原材料等の入手が困難

　となったことによるもの

④関係法令の変更によるもの

⑤施設（設備）の損傷によるもの

⑥管理運営に係る事故によるもの

業務の終了又は廃止業務の終了又は廃止に伴う指定管理者の撤収等の経費 ○

そ の 他①県の責めに帰すべき事由によるもの ○

②指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの ○

○

○

項目 内容等
損失の負担

○

○

原因となった
各項目に係る
リスク分担の
区分による。

○

○


